
貸 　 借　  対　  照 　 表
（2022年12月31日現在）

（単位：千円）

科　　　　　目 科　　　　　目 金　　　額

【資産の部】 【負債の部】

3,066,599 2,207,170

996,514 1,975,106

1,601,234 12,519

414 38,831

339,085 8,412

130,131 16,135

218 84,774

△ 1,000 41,270

30,118

572,694

55,783 552,027

13,493 13,893

15,876 489,358

26,413 48,775

169,941 2,759,197

166,116 【純資産の部】

3,825 880,096

346,969 100,000

218,113 780,096

117,895 25,000

13,960 755,096

△ 3,000 1,065,000

△ 309,903

880,096

3,639,293 3,639,293

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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計算書類は「会社計算規則」(平成18年２月７日 法務省令第13号)に基づいて作成しております。

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

１．資産の評価基準及び評価方法
(1) たな卸資産 移動平均法に基づく原価法(貸借対照表価額は、収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております)

２．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産 (リース資産を除く) 定額法
(2) 無形固定資産 (リース資産を除く) 定額法
(3) リース資産 　 　　 　  　        　  　   

　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の

方法を採用しております。

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうちリー

ス取引開始日が2008年３月31日以前のリース取引につい

ては通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ております。

３．引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

　期末債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について
は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上して
おります。

　① 退職給付見込額の期間帰属方法
　　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算
　定式基準によっております。

　② 数理計算上の差異の費用処理方法
　　数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間(14～23年)による定額法により、翌事業年
　度から費用処理しております。なお、当事業年度末において認識すべき年金資産が退職給付債務から未認識数理計
　算上の差異を控除した額を超過するため、前払年金費用として、投資その他の資産に計上しております。

(3) 役員退職慰労引当金
　役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき期末要支給額を計上しております。

４．消費税等の会計処理
　　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

 表示方法の変更に関する注記
　「税効果会計に係る会計基準」の一部改正

個　別　注　記　表


